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1 R5.2.8 R5.4.7

・東京都配偶者暴力被害者等
セーフティネット強化支援交
付金（令和３年度分）につい
て、交付先民間団体（交付先
すべての団体）から提出され
たメール文書一切
・東京都配偶者暴力被害者等
セーフティネット強化支援交
付金について、これまでの交
付申請および実績報告で都が
必要と判断し保管している
メール文書一切（電子媒体、
紙媒体問わず）

18 1

生活文化ス
ポーツ局
都民生活部男
女平等参画課

2 R5.2.8 R5.4.7

・東京都配偶者暴力被害者等
セーフティネット強化支援交
付金（令和３年度分）につい
て、交付先民間団体（交付先
すべての団体）から提出され
たメール文書一切
・東京都配偶者暴力被害者等
セーフティネット強化支援交
付金について、これまでの交
付申請および実績報告で都が
必要と判断し保管している
メール文書一切（電子媒体、
紙媒体問わず）

1266 1 1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、個人の権利利益を害するお
それがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、法人の事業運営上の地位そ
の他社会的な地位が損なわれると認められるた
め。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、法人印の偽造、その他の公
共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ
ると認められるため。

生活文化ス
ポーツ局
都民生活部男
女平等参画課

3 R5.3.10 R5.4.14

（１）多文化共生都市の連携
を目指す東京宣言（2012年１
月18日）の実践分かるもの
（２）職員研修実施したもの

1
請求のあった文書については、作成及び取得して
いないため

生活文化ス
ポーツ局都民
生活部
地域活動推進
課

4 R5.3.10 R5.4.14

東京都生活文化スポーツ局都
民生活部地域活動推進課（多
文化共生推進担当）で実施し
ている事業の一覧

【東京都情報公開条例第18条第2項】
開示請求に係る情報は、実施機関においてイン
ターネットにより提供を行っており、開示対象外
であるため

生活文化ス
ポーツ局都民
生活部
地域活動推進
課

5 R5.3.14 R5.4.18

令和２年、令和３年度におけ
る生活文化局都民生活部男女
参画課のハンコがメーカーな
ど何を使われるかわかる文書
および上記のハンコの値段が
わかる資料のすべて
および、年度をかぎらず生活
文局都民生活部男女参画課の
ハンコが何を使われているか
わかる資料のすべて

3 1 1

【東京都情報公開条例第7条第4号】
開示しない部分は契約した事業者の印影であり、
公にすることにより、偽造等の犯罪の予防その他
の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
があると実施機関が認めることにつき相当の理由
がある情報であるため

生活文化ス
ポーツ局
都民生活部管
理法人課
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6 R5.4.6 R5.4.20

東京都文書管理規則第二章十
四条2の三のイにより、令和2
年、令和3年度の期間における
男女共同参画課において記録
された ・一般社団法人○○・
特定非営利活動法人○○・特
定非営利活動法人○○・一般
社団法人○○4団体の文書授受
簿の一切

1

東京都文書管理規則第二章十四条２の三のイにつ
いては、男女平等参画課で文書授受簿に記載する
ことを定めた規定ではないため、開示請求に係る
当該公文書は存在しない。

生活文化ス
ポーツ局
都民生活部男
女平等参画課

7 R5.4.19 R5.4.26

令和３年度私立幼稚園特別支
援教育事業費補助金　額確定
一覧
令和２年度私立幼稚園特別支
援教育事業費補助金　額確定
一覧
令和元年度私立幼稚園特別支
援教育事業費補助金　額確定
一覧
平成30年度私立幼稚園特別支
援教育事業費補助金　額確定
一覧
平成29年度私立幼稚園特別支
援教育事業費補助金　額確定
一覧

18 1

生活文化ス
ポーツ局
私学部私学振
興課

8 R5.4.13 R5.4.26

○年○月○日、当時都内○○
に在学していた〇〇〇〇さん
（○年）が自宅で自死した事
案について、学校側が設置し
た、第三者委員会が作成した
調査報告書

1 1

【東京都情報公開条例第10条】
当該開示請求に係る公文書については、以下の理
由により、第10条に基づき、当該公文書の存否を
明らかにしないで不開示とする。

 請求内容は特定の個人を識別できるものであり、
当該公文書が存在しているか否かを答えるだけ
で、東京都情報公開条例第７条第２号に規定する
「個人に関する情報で、特定の個人を識別するこ
とができる」情報を公にすることになるため

生活文化ス
ポーツ局
私学部私学行
政課



令和５年度　公文書開示（４月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名 総枚数
開
示

一
部
開
示

不
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

不開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

9 R5.4.24 R5.4.27
特定非営利活動法人〇〇〇〇
の平成17年度から平成23年度
事業報告書類

57 1 1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
【東京都情報公開条例第7条第3号】
法人に関する情報で、法人の事業運営上の地位そ
の他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪の予防に支障
を及ぼすため

生活文化ス
ポーツ局
都民生活部管
理法人課

10 R5.3.1 R5.4.28
令和4年度区市における公衆浴
場関係施策の概要

29 1

生活文化ス
ポーツ局消費
生活部生活安
全課

11 R5.3.1 R5.4.28
令和3年度東京都公衆浴場対策
基礎資料

35 1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第3号】
特定の銭湯の１日当たりの平均入浴人員及び延べ
利用者数であり、入浴料金収入が明らかになるこ
とから、当該浴場の事業運営上の地位が損なわれ
ると認められるため。
各浴場の入浴料金収入が相当程度具体的に推測さ
れることとなり、各浴場の事業運営上の地位が損
なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
当該非開示部分が開示された場合、当該浴場の事
業運営上の地位が損なわれるため、当該浴場の東
京都に対する信頼が損なわれ、今後東京都公衆浴
場基礎資料作成のための情報収集への協力が得ら
れなくなることにより、事務または事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
当該非開示部分が開示された場合、各浴場の事業
運営上の地位が損なわれるため、各浴場の東京都
に対する信頼が損なわれ、今後東京都公衆浴場基
礎資料作成のための情報収集への協力が得られな
くなることにより、事務または事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため。

生活文化ス
ポーツ局消費
生活部生活安
全課


